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特別支援学級在籍児童の登下校や療育等に関するアンケートの実施について（報告） 
 

１．実施の背景 

教育支援課では例年、市立小・中学校の特別支援学級の保護者会の皆さんと懇談の機会を設け、

学校生活に関連した様々なご意見･ご要望をお聞きしています。ここ数年は、とりわけ小学生の保

護者の方から、「毎日の登下校に対する負担軽減」や、「就学後の療育及び専門家相談の継続」を求

めるご要望が継続的に出されています。 

そこで、別添１のとおり、現状と課題把握のためのアンケートを実施いたしました。 

なお、第２次特別支援教育実施計画の取り組み項目の一つである『早期連携･早期支援の充実』

においても、療育施策の充実に向けて検討することを明記しております。 

 

２．調査の概要 

・調査対象  市立小学校６校の特別支援学級に在籍している児童の保護者（111世帯） 

・実施時期  平成３０年３月 

・実施方法  在籍学級を通じて配布及び回収。 

・有効回答  ７４（回答率 66.7％） 

 

３．回答結果（別紙１）から読み取れること 

＜登下校について＞ 

・現在通っている小学校について、「通学区域の小学校には特別支援学級がないため、他学区から

通っている」と回答した家庭が半数を超えている。 

・登校の際は、約６割の保護者が児童に付き添っている。また、約３分の１の児童が、保護者の

車や自転車など徒歩以外の手段で通っている。 

・登校の心配ごとについて、「通学路の安全面に不安がある。地域での声かけや手助けが得られに

くい」との回答が最も多く、次いで「保護者（祖父母を含むご家族）による送迎の負担が大き

い」、「保護者以外の人に送迎を頼んだ場合の、経済的・精神的な負担が大きい」であった。 

・「送る手段が確保できない日に、学校を休ませねばならないことがある」と回答した方のうち、

平成 29年度中に実際に登校できなかった日が「年 10日以上あった」児童が２人いた。 

・要望したい登校支援として、「保護者以外の送迎利用（ファミリー・サポート）に対する補助や

減免の制度」を望む回答が最も多く、次いで「信号やスクールゾーンの設置などの交通安全対

策」、「当日の急な依頼にも対応してくれる有償の送迎サービス」、「学区外からの通学の場合を

含め、児童だけの自力通学に対する学校の理解」であった。 

・下校時は、「放課後等デイサービス」の利用がもっと多く、デイサービスのスタッフと下校する

児童が約４割であった。 

・下校時や放課後の過ごし方の心配ごととして、「子どもだけで下校や留守番をさせる際の安全面」

との回答が最も多く、次いで「お迎えや放課後の家庭保育の負担感（仕事ができない、支障が

ある）」、「放課後等デイサービスの経済的な負担、プログラムに対する不満など」が続いた。 

・要望したい放課後の支援として、「障害のある子でも安心して楽しく利用できる公共施設などの

理解啓発」を望む回答が最も多く、次いで「保護者以外の送迎利用（ファミリー・サポート）

に対する補助や減免の制度」、「放課後等デイサービスに関する、より早期からの情報提供や学

校との連携」であった。 
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＜療育について＞ 

・利用中の療育プログラムとして最も多いのは、「放課後等デイサービス」であり、次いで「医療

機関で受けている」が主であった。また、２割弱の保護者が、「利用したい希望はあるが、今

は通っていない」と回答した。 

・療育について要望したいこととして、「就学後も子ども未来センターなどの公共施設で療育プロ

グラムがあると良い」との回答が最も多く、次いで「就学後も医療機関で引き続き必要な療育

が受けられると良い」、「放課後等デイサービスでの療育の内容が充実すると良い」と続いた。 

 

４．自由意見を含めた総括 

・特別支援学級が設置されている小学校が市内に６校（調査当時）であるため、通学区域外から

通学する児童が過半数を占める実態がある。通学の距離や道路事情等にもよるが、特別支援学

級の場合（特に低学年時）には必ず保護者に送迎をお願いしている学校がほとんどであり、保

護者にとって時間的・体力的・経済的な負担が生じている。 

・下校後、自宅で過ごす児童は３分の１ほどであり、多くの家庭が放課後等デイサービスや学童

保育を利用しているが、子ども一人ひとりの障害の状況や課題に応じたプログラムが提供され

るのか、学校とどこまで子どもの様子を共有しながら支援してもらえるのか、学年が上がって

も学童保育に入所できるかどうか、より早期から情報が欲しいと考えている保護者は多い。 

・療育に対応できる医療機関はどこも数か月先まで予約が取れない状況が続いている実態が背景

にあり、「言語指導や作業訓練等の療育は未就学児しか受けられず、就学後に打ち切りになっ

た」との自由意見も目立った。近隣には、発達支援センター等で学齢児の療育メニューを実施

している自治体もあり、「子ども未来センターの機能を拡充して、直営のプログラムや、専門

家の相談が受けやすくなると良い」とのご意見が多くあった。 

・福祉や子育て、教育等の公的支援の充実と合わせ、障害のある児童が安心して安全に地域で生

活するために、周囲の大人の見守りや声かけ、公共の場で過ごしやすい配慮や理解が得られる

よう、市全体で周知啓発して欲しいとのご意見が多くあった。 

 

５．アンケート実施後の取り組みについて 

・集計結果については、教育部内をはじめとする庁内の関係課や、市立小･中学校の特別支援学級

設置校にも送付し、特別支援学級の児童の状況や保護者からの要望を共有しました。 

・６月に開催された特別支援学級保護者会と教育支援課との懇談会において、保護者にも結果を

公開し、意見交換を行いました。保護者からは引き続き、「移動支援事業を通学にも使えるよ

うに適用範囲を拡充して欲しい」、「ファミリー・サポートの利用料について、子どもに障害が

ある場合、市がその一部を補助してくれる制度があると助かる」など、現行制度のさらなる充

実を望むご意見が出されました。 

・今後は、発達支援センターなどの公的機関において療育プログラムを実施している自治体があ

るか、対象年齢や利用料、利用人数等の状況について情報収集に努めます。 

 

 

 

※回答者の個人が特定されないことやプライバシーに配慮する観点から、調査項目のうち、在籍

している学校名や学級ごとのクロス集計、自由意見部分については非公開としています。 
















